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Ⅰ 計画の目的・位置づけ 
 二宮町第２次環境基本計画実施計画は、第２次環境基本計画（以下「基本計画」
という）に基づき、町の取組みについて示した計画です。 
 これまで、中期実施計画（平成 28 30 ）に って、各種施策を推
進してきました。 
 このたび、中期実施計画の計画期間が平成 30 で することに い、こ
れまでの施策・事業の進捗状況等を まえて事業計画の 直しを い、 たな事
業計画として後期実施計画を策定します。 
 
Ⅱ 計画の期間 
 後期実施計画の計画期間は、平成 31 を とし、平成 34 までの
４ 間とします。 
 
Ⅲ 計画の策定について 
＜施策体系＞ 
 施策の方向及び施策の方向の位置づけは、基本計画の施策体系と同様、３本の
基本目標と 15 本の基本施策とし、中期実施計画の体系をそのまま引き継ぎま
す。 
 
＜取組内容＞ 
 環境拥議会の勪 等を まえ、目的達成状況や事業実施状況による計画事業
の拪 拇 、 止及び たに位置づける取組により、中期実施計画 64 事業に対
し、--事業に取組みます。 
 また、後期実施計画においては、--事業のうち５事業を基本目標の達成に向け
て、取組むべき重点事業として位置づけて取組みます。 
 
＜重点課題＞ 
 さらなる低炭素社会の形成強化 
  近 、地球規模での極端な豪雨や つ、 、大型 などの発生 が

増大してきており、温暖化対策の必要性が高まってきています。国際的な動
きとしては、平成 27 に「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」をを中核とす
る「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」や「パリ協定」が採択され
るなど、温暖化防止策としての脱低炭素社会の形成に向けた勪 や考え方の
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転換が われています。 
  国内においては、平成 28 ５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」

で温室効果ガス削減目標（2030 までに 2013 で 26％削減する中
期目標）が掲げられたことや地球温暖化対策のための国 運動「ＣＯＯＬ Ｃ
ＨＯＩＣＥ（＝賢い選択）」が推進されているほか、平成 30 ２月には「気
候変動適応法」が、平成 30 4 月には「第５次環境基本計画」が閣議決定さ
れるなど、地球温暖化に対する適応の観点や国際的な動きを取り入れた取組
みが進められています。 

  また、県においても、平成 30 3 月に「かながわスマートエネルギー計
画」が改訂され、地域において自 的なエネルギーの 要調拪を図る分 型
エネルギーシステムの構築を実現するための各種施策が、「ＳＤＧｓ」と
と同じくして、引続き展開されていくこととなっています。 

  当町においては、自らが温室効果ガス排出削減対策に取り組むとともに、地
域の模範となって町 の取り組みを促進するため、平成 28 3 月に「二宮町
地球温暖化対策実 計画」を策定したほか、町 のための基 づくりを
先的に う一環として、平成 29 5 月には「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛
同することを宣言し、各種の取組みの実施による促進を図ってまいりました
が、地球温暖化を防止するには、より多くの と協 が求められます。 

  今後、さらなる低炭素社会の形成強化を図るためにも、後期実施計画におい
ては、温暖化対策に関する取組みの根強く継続的な実施を通じ、オーナーシッ
プを持った町 一人ひとりの実 的な 動が促進されるよう普及啓発にあた
っては、 動変容の動機付けとなるようなメリットや温暖化防止の効果など
を具体的に示した啓発に努めてまいります。また、この実現には社会のあらゆ
る分野の人々の協 ・連携が必要勘可 となりますので、「持続可能な開発目
標（ＳＤＧｓ）」の目標の一つであるパートナーシップにより、活動の をよ
り一層拡げていくとともに、ヒートアイランド現象など、他の環境問題に関す
る普及啓発とタイアップさせることで相乗効果も含めた推進を図ります。 

 
 
 １．生物多様性の保全 
  多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち 
 
  二宮町は、 山（吾妻山や 地）・ 地（ 面 や 、農地等）・ 川（葛
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川等の 川）・ 海（相模 や二宮海岸）という、多様性に む豊かな自然に
恵まれています。 

  こうした自然を大 に保全し育み、その恵みに感謝するとともに自然と人
間が生活のさまざまな場面で共生することをめざします。 

 
1-1． の保全と の向上 

   吾妻山は多様な動植物が生 し、町 の憩いの場であるとともに二宮で
勞も多くの人が訪れる観光ス ットでもあります。拖 な自然環境の保全
を通じて吾妻山の が高まることにより観光 にもつながることを基
本に、自然環境の保全と観光拠点としての調和を図ります。 

   そのため、吾妻山に案内板や動植物のプレート等を設置するとともに、高
齢者や健康増進等の補助として階段や手すりを改善することなどを通じて、

もが気 に自然に親しめるような ある拪備や拻 を進めます。 
 
【取組内容】              △：検討・準備 ○：実施 

 № 事業等の名称 担当課 実施予定 
事業内容 31 32 33 34 

① ○○○事業 △△△課     
 

 
重
点
事
業 

№ 事業等の名称 担当課 実施予定 
事業内容 31 32 33 34 

② ○○○事業 △△△課     
 

・ 
・ 
・ 
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1-2． 地や な の保全 
   豊かな生物に象徴される打越川の「春の小川」のイメージを再生するなど、

地や に広がる 面 や農地等の 山や 地の自然環境と動植物を
保全します。 

   そのため、 山に点 する 農地の活用を図るとともに、市街地や公園、
地等のみどりの保全に取組みます。 

 
1-3．水と親しめる葛川の再生 

   町の中心部を 勾に れる葛川を、町 が親しめ、 どもが水 びできる
ような 川として再生を図ります。 

   そのため、葛川の水質のより一層の向上に向けて、家庭からの生活排水や
事業勰等からの排水の適 な に努め、葛川での生物調 や水質調 の
実施を継続的におこなうとともに、 活動や親水イベントの 援等を
います。 

 
1-4． の保全と の向上 

   「こゆるぎ」といわれる やかな 拓に って連なる美しい海岸と は、
景観的にも重要な町の資源であり、観光ス ットとしても の向上が期

されます。こうした二宮海岸を保全することを通じて、町 や来訪者が憩
い、親しめる海辺の環境づくりを進めます。 

   そのため、海岸美化活動（５３０キャンペーン等）を推進するとともに、
様々な体験を通じて感じる自然など、人と人との関わりのなかで二宮海岸
が有する自然の を向上させます。 

 
1-5． な自然 る 物の保全 

   多様な緑と水に えられた 山・ 地・ 川・ 海に生 する動植物を保
全し、将来世代に豊かな自然を伝えていきます。 

   そのため、情報提供の工夫やイベント等を通じて、環境学習や日常生活で
の身近な取組を広めていきます。 

 
 
 ２．循環型社会の実現 
  環境にやさしい循環型のまち 
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  ごみ については、平 市・大 町・二宮町の 1 市 2 町ごみ 広域化

実施計画を推進していきますが、二宮町独自の３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）によるごみの減 化や資源化等に取組み、きれいなまちづくりを
進めます。 

  同時に、町内で生産される農産物や海産物等についても、生産・ 通・消費
の循環を町内で形成することによって循環型の社会を実現していきます。 

 
2-1．リデュースの促進（ごみの発生や排出の抑制） 

   日常生活でのごみの減 化を町 、事業者、町が一体となって取組み、循
環型のごみ を促進します。 

   そのため、水分ひとしぼり運動をさらに広げるとともに、マイバッグ・マ
イ トルの 用促進や になるような物は わない（ごみの発生抑制）な
どの普及啓発などを進めます。 

 
2-2．リユースやリサイクルの促進 

   平 市・大 町・二宮町によるごみ 広域化の推進により、ごみの資源
化を進めます。 

   そのため、剪定枝の資源化、洋服や家具等のリユースの促進、生ごみ
機の普及による生ごみの堆肥化の推進に向けた生ごみ堆肥化容器購入への
補助等によって、資源化の促進を図ります。 

 
2-3．ごみの適 な ・ の推進 

   二宮町一 物 基本計画にもとづき、適 なごみの分 、
・ 分を進めます。 

   そのため、適 なごみの分 を促進し、地域ごとの積極的な取組を
援します。 

 
2-4． の推進 

   川や海岸、 等での勘法 を防止し、まちの美化や環境保全を進め
ます。 

   そのため、勘法 パトロールの実施のほか、ごみの イ てに対するマ
ナーの向上、家 拸品等の勘法 に対する対応策等について検討し、取組
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を進めます。 
 

2-5．地産地消の促進 
   農産物や海産物など地元の食材の購入や消費を促進するなど、地元産品

が町内で循環するように努めます。こうした取組を食育等とも連携しなが
ら、地域経済の活性化にもつながっていくことをめざします。 

   そのため、地元産品の消費や食品ロス削減を促進します。 
 
 
 ３．低炭素社会の形成 
  地球環境の保全に取り組むまち 
 
  二酸化炭素排出 の削減については、地球全体での持続可能性が問題とな

り、日本全体では家庭部門における削減の進展が課題となっています。そのよ
うな状況を まえ、 建 を中心とする二宮町においては、低炭素社会の形
成に向けたさまざまな取組が可能と考えます。 

  また、豊かな自然に恵まれている本町において、自然の恵みに感謝するとと
もに、時に自然の は災害の にもなることから、自然や地球環境を勪 し
たライフスタイルの転換を図っていきます。 

 
3-1． ・ エネルギー活 の促進 

3-2．自然エネルギーの活用 
   日常生活での 資源や エネルギー化を進め、家庭や事業勰などでの二

酸化炭素の排出を削減するとともに、自転 や公共 通などの 用促進を
通じた移動の際の二酸化炭素の排出を抑制します。 

   そのため、 に向けた取組や、地球環境に括 した 通手段の 用促 
進に向けた仕組みづくりを進めます。 

   また、 エネルギーなど、二宮町の地形や 地の 性などを活かした
自然エネルギーの導入を促進します。 

 
3-3．緑 や 水 用な による環境の保全 

   建築物の緑化による地球温暖化対策、敷地内での雨水浸透や雨水の有効
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用等による地球環境の保全に向けた取組を進めます。 
   そのため、グリーンカーテンの促進や花いっぱい運動等を推進し、日常生

活での身近な緑や水を大 にすることにより、地球環境の保全に向けた勪
を 成し、取組を広げていきます。 

 
3-4．環境保全による安全なまちづくり 

   自然に感謝し、自然からの恵みだけでなく、大規模災害等における減災の
視点から環境保全の取組を進めます。 

   そのため、海岸の や 山の 面 の保全や の排水 の （ 中
豪雨時の冠水防止）を促進し、も進めていきます。 

   こうした取組を通じて、自然と人間との関わりを捉え直し、安全なまちづ
くりを進めます。 

 
3-5．快適な生活環境の向上 

   大気 や 、騒音などへの対策を うとともに、二宮町の である
気がきれいで 通しの拖い 適な生活環境の向上に努めます。 

   そのため、地域美化活動の推進や公害防止対策（大気騒音測定）とともに、
緑豊かな二宮らしい街並みの保全など、環境面からのまちの景観形成を進
めます。 

 
Ⅳ 計画の推進方策 
＜推進方策内容＞ 
  基本計画では、計画を推進する上での方策として、「町 ・事業者・町の３
者の連携」、「横断的な取組」、「学習・情報共有」の３つを軸に位置付けています。
本計画においては計画事業毎に対応する推進方策を明確化することで、効果的
な推進を図ります。なお、計画推進にあたっては、町 ・事業者・町それぞれの
多種多様な連携・協 を通じ、きっかけづくり・仲間づくり・運動づくりの３段
構造によるスパイラル的な取組み推進を図るとともに、計画事業間に まら 、
関係機関との横断的な取組の推進を図るほか、幼少期からの環境教育を通じて、
環境問題に関する関心を高められるよう積極的な学習・情報共有に努めます。 
 

Ⅴ 計画の進  
 本計画では、「ＰＤＣＡサイクル」を基本とし、各事業等の進捗状況を把握、
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することで計画の進 拻 を います。進捗状況については シートを
用いて把握・拻 します。その 果については、環境拥議会の勪 取を
けて、ホームページ等で公表します。 
 また、後期実施計画の勞 をもって基本計画が するため、次期基本計
画の策定に向け、各基本目標の達成進 拻 を います。 


